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○ 環 境 省 告 示 第 四 十 七 号  

厚  生  省

通 商 産 業 省

の 五 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き

設 計 図 書 そ の 他 の 書 面 に よ る 調 査 及 び 特 定 建 築 材 料 の 有 無 の 目 視 に よ る 調 査 を 適 切 に 行 う た め に 必

要 な 知 識 を 有 す る 者 と し て 環 境 大 臣 が 定 め る 者 令 和 二 年 十 月 環 境 省 告 示 第 七 十 六 号 の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 し 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 適 用  

令 和 五 年 六 月 二 十 三 日  

環 境 大 臣  西 村  明 宏  

次 の 表 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

を 削 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲
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新 た に 追 加  

改        正        後  改        正         前  

大 気 汚 染 防 止 法 施 行 規 則 第 十 六 条 の 五 第 二 号 に 規 定 す る 設 計

図 書 そ の 他 の 書 面 に よ る 調 査 及 び 特 定 建 築 材 料 の 有 無 の 目 視 に

よ る 調 査 を 適 切 に 行 う た め に 必 要 な 知 識 を 有 す る 者 と し て 環 境

大 臣 が 定 め る 者 次 の 各 号 に 掲 げ る 工 事 の 区 分 に 応

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者  

 

一  建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者 講 習 等  

厚 生 労 働 省  

成 三 に お い 登 録 規  

環  境  省  

程 と い 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 一 戸 建 て の 住 宅 及

び 共 同 住 宅 の 住 戸 の 内 一 戸 建 て 住 宅 等

を 除 を 解 体 改 造 又 は 補 修 す る

作 業 を 伴 う 建 設 工 事  同 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 建 築 物 石

綿 含 有 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 石 綿

含 有 建 材 調 査 者 又 は こ れ ら の 者 と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る

と 認 め ら れ る 者  

二  一 戸 建 て 住 宅 等 を 解 体 改 造 又 は 補 修 す る 作 業 を

伴 う 建 設 工 事  前 号 に 掲 げ る 者 又 は 登 録 規 程 第 二 条 第 四 項

に 規 定 す る 一 戸 建 て 等 石 綿 含 有 建 材 調 査 者  

三  特 定 建 築 材 料 が 使 用 さ れ て い る お そ れ が 大 き い も の と し

て 環 境 大 臣 が 定 め る 工 作 物 十 月 環 境 省 告 示 第 七

大 気 汚 染 防 止 法 施 行 規 則 第 十 六 条 の 五 第 二 号 に 規 定 す る 設 計

図 書 そ の 他 の 書 面 に よ る 調 査 及 び 特 定 建 築 材 料 の 有 無 の 目 視 に

よ る 調 査 を 適 切 に 行 う た め に 必 要 な 知 識 を 有 す る 者 と し て 環 境

大 臣 が 定 め る 者 次 の 各 号 に 掲 げ る 調 査 対 象 物 の 区 分 に 応 じ

当 該 各 号 に 定 め る 者  
 

一  建 築 物 石 綿 含 有 建 材 調 査 者 講 習  

厚 生 労 働 省  

三 に 登 録 規 程  

環  境  省  

第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 一 戸 建 て の 住 宅 及 び

共 同 住 宅 の 住 戸 の 一 戸 建 て

を 除  同 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 建 築 物

石 綿 含 有 建 材 調 査 者 に 規 定 す る 特 定 建 築 物 石

綿 含 有 建 材 調 査 者 又 は こ れ ら の 者 と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す

る と 認 め ら れ る 者  
 

二  一 戸 建 て 住 宅 等  前 号 に 掲 げ る 者 又 は 登 録 規 程 第 二 条 第

四 項 に 規 定 す る 一 戸 建 て 等 石 綿 含 有 建 材 調 査 者  
 

新 設  
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第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 及

び 第 七 号 か ら 第 十 一 号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 を 解 体 改 造

又 は 補 修 す る 作 業 を 伴 う 建 設 工 事  登 録 規 程 第 二 条 第

五 項 に 規 定 す る 工 作 物 石 綿 事 前 調 査 者  

四  告 示 第 六 号 及 び 第 十 二 号 か ら 第 十 七 号 ま で に 掲 げ る 工 作

物 を 解 体 改 造 又 は 補 修 す る 作 業 を 伴 う

若 告 示 に 規 定 す る 工 作 物 以 外 の 工 作 物 を 解 体

改 造 又 は 補 修 す る 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 の う ち 塗 料 そ の

他 の 石 綿 を 含 有 す る お そ れ の あ る 建 築 材 料 の 除 去 の 作 業 を

伴 う も の  第 一 号 又 は 前 号 に 掲 げ る 者  

 
 
 
 

新 設  

 


